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第 ２１８ 回 奥出雲町農業委員会総会議事録 

 

 
１．日   時  令和 ５ 年 ２ 月 ２２ 日（水） 午前 ９ 時 ００ 分～ 午前 １０ 時 ３０ 分 

 

２．場   所  仁多庁舎 大会議室 

 

３．出席委員 （ ３４名 ） 

１番 高橋 政伸 ２番 中林  孝 ３番 立石   覚 ４番 若槻 隆季 

５番 大坂  茂 ６番 足立 信子 ７番 古田川 光彦 ８番 内田 吉彦 

１０番 石原 隆幸 １１番 石原 敬士 １３番 磯田 光徳 １４番 藤原  功 

１５番 宇田川 光好 １６番 安部 傭造 １８番 金倉 弘美 １９番 和久利 勝 

２０番 八澤 幹夫 ２１番 若槻  進 ２２番 藤原 克巳 ２４番 高橋 正敏 

２５番 石原 宏二 ２６番 賀元 春男 ２７番 若月 勝久 ２８番 藤原  修 

２９番 藤原  功 ３１番 山田 幸則 ３２番 福本 成美 ３５番 松原 康夫 

３７番 若槻  保 ３８番 堀江 敏久 ３９番 永濱 孝之 ４０番 石原  博 

４１番 足立 康夫 ４２番 松島 昭夫     

        

                 

 

４．事務局又は説明者 

農業委員会  事務局長補佐    福 田 貴 美 子  

  

 

５．欠席委員 （９名） 

    ９番 藤原委員   １２番 松原委員  １７番 勝部委員  ２３番 和久利委員  ３０番小池委員 

   ３３番 安部委員   ３４番 卜藏委員  ３６番 岩田委員  ４３番 原田委員 

 

６．議事日程 

 

日程第１号 議事録署名委員の指名 

日程第２号 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

      議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地利用集積計画の承認について（所有権の移転） 

議案第５号 農地利用集積計画の承認について（利用権設定・一括方式） 

議案第６号 農地利用集積計画の承認について（利用権の設定） 

その他 
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７．議事 

 

発信者 議事要旨 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

２１番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

ただいまより、奥出雲町農業委員会第２１８回総会を開催いたします。議事に入ります前に、奥

出雲町農業委員会会議規則第８条の定めにより、本日の出欠者の報告をいたします。本日の欠

席者は９番藤原委員、１２番松原委員、１７番勝部委員。出席者は１８名中１５名、過半数に達して

おり本日の総会は成立いたします。 

次に、奥出雲町農業委員会会議規則第２５条第３号の定めにより議事録署名者の指名を行いま

す。本日の議事録署名委員は、１５番 宇田川委員、１６番 安部委員にお願いをいたします。 

本日上程いたします議題は日程のとおりであります。議案第 1号からその他まで順次行います。 

それでは議事に入ります。議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について上程いた

します。事務局説明して下さい。 

 

 

議案第１号、農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。令和５年

２月２２日提出、奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在 □□□□番、外１１筆。地目は登記簿/現況ともに田または畑。面積は７６

㎡他で計１３，０３１㎡。権利種別、３条使用貸借。譲渡人氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経

営面積はご覧のとおりです。申請事由は、使用貸借による権利の設定です。譲受人氏名 △△△

△、住所 ●●●●番、経営面積はご覧のとおりです。権利の設定は、許可の日から。設定期間１

０年間です。 

 

番号２、農地の所在 □□□□番、外１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積は１，１７９０㎡他

で計３，２６１㎡。権利種別、３条有償移転。譲渡人氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経営面積

はご覧のとおりです。申請事由は、所有権の移転。譲受人氏名 △△△△、住所 ●●●●番、

権利取得後の経営面積は１，４３７．９アールです。対価につきましては、１０アールあたり２５万円

です。資料１－①、②に地図を載せておりますので、参考にご覧ください。 

 

これらの案件につきましては、「周辺地域の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障

が生ずる恐れはなく、譲受人の経営農地は全て耕作されており、農作業の従事状況等からみて全

ての農地について効率的に利用できるもの」と見込まれます。従って、農地法第３条第２項の不許

可要件各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしているものと考えます。ご審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

 

 

事務局説明が終わりました。続いて補足説明に入ります。議案第１番号１について２１番若槻委

員、補足説明をお願いします。 

 

 

番号１について２１番若槻が補足説明いたします。場所は、□□□□に集落営農組合の共同作

業場があります。■■■■に○○○○宅があります。田圃は○○○○宅と■■■■の間のほうで

す。畑は家の周りです。親御さんから子どもさんへ権利を移譲するという案件です。よろしくお願い

します。 

 

 

補足説明が終わりました。続いて質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 
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議長 

 

 

 

 

 

１６番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

２０番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

挙手全員、よって議案第１号番号１について承認することに決しました。 

 

続いて番号２について補足説明に入ります。番号３６番岩田委員が欠席ですので１６番安部委

員お願いします。 

 

 

番号２につきまして１６番安部が補足説明を行います。場所は□□□□地内に位置する農地で

して、○○○○さんはこちらにはもう住んでおられないということで今回認定農業者でもある△△△

△さんがこの土地を買うということで協議が出来たというところです。△△△△さんは田圃をたくさん

作っておられて管理的には問題無いと認識をしておりますのでよろしくお願いします。以上です。 

 

 

補足説明が終わりました。続いて質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第１号番号２について承認することに決しました。 

 

次に議案第２号、農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見についてを上程いた

します。事務局説明をお願いします。 

 

 

議案第２号、農地法第４条第１項の規定により、下記農地の申請があったので意見を求める。令

和５年２月２２日提出、奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに畑。面積１０㎡。申請人氏名 

○○○○、住所 ▲▲▲▲番。転用目的は墓地。施設等、墓地。転用理由は、現在の墓地は自

宅の後ろで高い所にあり、急な坂道で周りの木も大きくなり管理が困難であり申請地に新設した

い。資料２に地図を載せておりますので、参考にご覧ください。 

 

この農地については、市街地に近接する生産性の低い小集団の農地、第２種農地と判断いたし

ました。許可条項は、農地法第４条第６項第２号に規定する「申請に係る農地に代えて周辺の他の

土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができない」場合に該当するも

のと考えます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

事務局説明が終わりました。続いて補足説明に入ります。番号１について２０番八澤委員、補足

説明をお願いします。 

 

 

議案第２号につきまして２０番八澤が補足説明をさせていただきます。資料２に地図が載ってお

りますが、○○○○さんは□□□□自治会の■■■■におられます。□□□□に当たる途中でし

て、墓を自宅のすぐそばに置きたいということで、書いてありますように今の場所が山の坂の上で難

しいということで移設したいということです。よろしくお願いします。 

 

 

補足説明が終わりました。続いて質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 
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議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第２号番号１について承認することに決しました。 

 

次に議案第３号、農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について上程いたし

ます。事務局説明をお願いします。 

 

 

議案第３号。農地法第５条第１項の規定により、下記農地の申請があったので意見を求める。令

和５年２月２２日提出、奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況 ともに田。面積６９１㎡。権利種

別は所有権移転です。譲渡人氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。職業、■■■■。譲受人氏

名 △△△△、住所 ●●●●番。職業、■■■■。転用目的は墓地。施設等、墓地。申請理

由、現在、譲受人檀家のための墓地が不足しているため譲渡人から申請地を譲受け墓地及び永

代供養塔を設置したい。対価は無償。除地については、県の同意を得て、令和４年２月１０日に公

告されています。 

 

番号２、農地の所在、□□□□番、１筆。地目は登記簿/田、現況/公園。面積５４９㎡他で１，２

８３㎡。権利種別は所有権移転です。譲渡人氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。職業、■■■

■。譲受人氏名 △△△△、住所 ●●●●番。職業、■■■■。転用目的は公園・運動場。施

設等、公園。申請理由、地域集落住民にて利用する農村公園を設置したい。対価は無償。追認で

す。顛末書を読みます。除地については、平成２年に島根県の同意を得ています。 

 

番号３、農地の所在 □□□□番、外１筆。地目は登記簿/現況ともに畑または田。面積３０５㎡

他で６７１㎡。権利種別は所有権移転です。譲渡人氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。職業、■

■■■。譲受人氏名 △△△△、住所 ●●●●番。職業、■■■■。転用目的は進入路等。施

設等、進入路及び駐車場。申請理由、参詣者のための露天駐車場を設置したい。生活道路から

の進入路を設置したい。対価は無償。除地については、県の同意を得て、令和４年２月１０日に公

告されています。 

 

番号４、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに畑。面積２８４㎡。権利種別

は所有権移転です。譲渡人氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。職業、■■■■。譲受人氏名 

△△△△、住所 ●●●●番。職業、■■■■。転用目的は進入路等。施設等、進入路及び駐

車場。申請理由、境内地の拡張（転用事業者の尊厳・風致保持のため）。対価は無償。除地につ

いては、県の同意を得て、令和４年２月１０日に公告されています。 

 

番号１から４まで、資料３に地図をのせておりますので、ご覧ください。 

 

番号５、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに畑。面積１１２㎡。権利種別

は所有権移転です。譲渡人氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。職業、■■■■。譲受人氏名 

△△△△ 住所 ●●●●番。職業、■■■■。転用目的は宅地拡張。施設等、宅地拡張。申請

理由、譲受人は、申請地を譲渡人から譲受け、自己所有地と一体的に造成し庭を拡張したい。対

価、総額 ６０，０００円。除地については、県の同意を得て、令和４年２月１０日に公告されていま

す。資料４  に住宅地図を載せておりますので、参考にご覧ください。 

 

 番号１については、昭和５８年から平成元年において、■■■■地区団体営ほ場整備事業が

実施されていることから、第 1種農地と判断しました。 

 

許可条項は、農地法施行規則第３３条第４号に規定する「住宅その他申請に係る土地の周辺の

地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるも

の」に該当するものと考えます。 

奥出雲町土地改良区に許可申請に係る確認を行ったところ、「転用申請地一帯は、■■■■

地区団体営ほ場整備事業の受益地として営農が実施されています。今回の転用申請について
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

３番 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

３番 

 

 

は、周辺農地の道路・水路に影響が無く営農上の影響が少ないこと、工事完了公告後８年を経過

していることなどの状況を判断して、転用は止むを得ないものと認めます」との意見でした。 

 

また、本日承認をいただきました場合、第１種農地ですので、４月の県の常設審議委員会に諮

問することになります。そちらで承認後、転用許可となります。 

 

番号２～５については、第２種農地と判断しました。 

許可条項は、農地法第５条第２項第２号に規定する「周辺の他の土地を供することにより、当該

申請に係る事業の目的を達成することができない」場合に該当するものと考えます。 

 

以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

事務局説明が終わりました。続いて補足説明に入ります。議案第３番号１から２、３、４までは高

禅寺さんの案件ですので、１番高橋委員一括して補足説明をお願いします。 

 

 

１番高橋が補足説明いたします。場所は□□□□に△△△△が見えてきます。今回出されます

○○○○さんにつきましても同じ□□□□自治会の方でして檀家さんです。番号１から番号４まで

全部で６筆あるわけですが、中には追認の事項もあります。これについては一括で説明をさせても

らいたいと思います。今回こういう形になりましたのも、おそらく１０年近くいろいろと検討されて今回

の土地、それに関わる周辺の土地の境界等々の問題があります。またそれと別に中山間地の対象

あるいは多面的機能の対象交付の土地だったといようなこともありまして、タイミングがずれつつな

ったということで今回こういう形で申請することが出来ました。それぞれ墓地、供養塔、それに伴う駐

車場の整備、進入路も若干狭いですのでその辺りの整備等々やっていくということです。備考欄に

は対価無償ということで書いてありますが、譲渡人の○○○○さんにつきましては△△△△さんの

■■■■さんでありますし亡くなられた家族さんも△△△△の□□□□です。その先代さんも□□

□□ということで、代々△△△△に関わってきた方でして、今回その方のご厚意で△△△△の為

なら、あるいは■■■■の為ならということでこういうことになったわけです。是非ともご理解いただ

きましてご了承いただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。番号１から４まで一括質疑承認してもよろしいでしょうか。 

（はいの声） 

では質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

 

３番立石委員 

 

 

以前確認をしたところによりますと、法律が変わったかどうかわかりませんが、お寺、宗教法人が

農地の取得は出来ないあるいは寄付行為はだめだと伺った記憶がございます。その辺はどうでし

ょうか。 

 

 

おっしゃる通りで、宗教法人が農地を取得するということについてはよろしくないと理解しており

ますが、このたびは農地を取得されるときは違う用途に転用されるということなので、それについて

は許可できると考えております。以上です。 

 

 

はい。わかりました。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

７番 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

１番 

 

 

 

 

 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第３号１、２、３、４について承認することに決しました。 

 

 

次、番号５について７番古田川委員補足説明をお願いします。 

 

 

７番古田川が補足させていただきます。この土地は資料４にございますように□□□□にござい

まして、ちょうど■■■■に譲り受けられる△△△△さんのお宅があります。○○○○さんは▲▲

▲▲の方に出られて、既に拡張のため宅地建物も取り壊されておりまして残った所を△△△△さ

んが庭に頂くという格好になっており、何ら周りに影響も無いと思っております。よろしくご審議のほ

どお願いします。 

 

 

補足説明が終わりました。続いて質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第３号番号５について承認することに決しました。 

 

 

次に議案第４号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について（所

有権移転）について上程します。事務局説明をお願いします。 

 

 

議案第４号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地利用集積計画

の決定について意見を求める。令和５年２月２２日提出、奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在 □□□□番、外９筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，２２２㎡他で

９，５７４㎡。内容は所有権移転です。所有権を移転する者の氏名 公益財団法人しまね農業振興

公社、住所 松江市黒田町４３２番地１。所有権の移転を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●

●●番。経営面積はご覧のとおりです。利用目的は田。売買価格につきましては、１，０６０，５００

円です。移転の時期、令和５年２月２２日。支払方法は口座振込、支払期限は令和５年３月３１日。

この案件につきましては、農地中間管理機構が行う特例事業として実施する所有権移転です。農

用地利用集積計画の内容は、基本構想に適合しており、要件を満たしているものと考えます。な

お、県の農地中間管理機構であります「公益財団法人しまね農業振興公社」の同意も得ておりま

す。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

事務局説明が終わりました。続いて補足説明に入ります。番号１について１番高橋委員お願い

します。 

 

 

引き続きまして高橋が補足説明をさせていただきます。この案件につきましては昨年の夏時分

にご相談を頂きました。□□□□集落という場所になります。△△△△さんにつきましては■■■

■自治会の方でして認定農業者でもあり多くの圃場を耕作しておられます。出し手は□□□□集

落の方でしたが相談がありました時に、自分では今まで農業をやったことが無いのでとても出来な

いということでした。いろいろとお話をさせていただきましたけれども最終的にはとても出来ないの

で何とかそういう方をということの相談でした。最終的にこの△△△△さんにお願いをしたというよう
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議長 

 

 

 

 

 

１５番 

 

 

 

事務局 

な経緯です。非常にたくさんの田圃を精力的に耕作しておられますので是非ともこの案件につきま

してはご承諾を頂きますようによろしくお願いします。また、土地につきましては□□□□にかたま

ってある圃場です。是非ともよろしくお願いいたします。 

 

 

補足説明が終わりました。続いて質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第４号番号１について承認することに決しました。 

 

次に議案第５号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について（一

括方式）を上程いたします。事務局説明をお願いします。 

 

 

議案第５号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地利用集積計画

の決定について意見を求める。令和５年２月２２日提出、奥出雲町農業委員会会長。 

 

農地中間管理機構公益財団法人しまね農業振興公社を介して行う（一括方式）農地利用集積

計画について、利用権の設定を受ける者ごとにご説明します。 

 

番号１、２ につきましては、△△△△。農地の所在 □□□□番、外７筆。地目は登記簿/現況

ともに田。面積１，９５３㎡他で計１１，２９９㎡です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 

▲▲▲▲番です。利用目的は田。期間は３年１０カ月、賃貸借です。 

 

番号２、農地の所在 □□□□番、外１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，５７１㎡他で

計４，６１０㎡です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番です。利用目的は

田。期間は３年１０カ月、賃貸借です。以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

事務局説明が終わりました。続いて補足説明に入ります。１番２番について受け手が△△△△さ

んで同じですので続けて補足説明を４１番足立委員お願いします。 

 

 

補足説明申し上げます。１番につきまして所在は□□□□自治会内です。２番につきましても□

□□□自治会内の農地です。この２件とも従来から△△△△さんが耕作しておりますので、今回

新規とはなっておりますけれども公社を介しての賃貸ということで問題無いと思っております。以上

です。 

 

 

補足説明が終わりました。続いて質疑に入ります。 

１番２番続いて質疑に入りますが質疑ございませんか。 

 

１５番宇田川委員 

 

 

農業委員会にお聞きしたいと思いますが、１番の方は全面積を利用権設定されますが、その場

合は離農という形になって離農給付金のようなものは出るんですか。 

 

 

農林振興課農政グループで集積の担当をしております廣田と申します。先ほどの質問にお答え



-８- 

 

事務玉 

 

 

 

 

 

 

１５番 

 

 

事務局 

 

 

３番 

 

 

 

事務局 

 

 

３番 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

させていただきます。確かに離農というか農業をリタイアされた方に支払う集積協力金というのが国

の事業でございますけれども、これにつきましては担い手の方がいわゆる認定農業者さんであった

り、そういった方への集積に合わせて離農、リタイアされる方に給付する制度でありまして、今回の

△△△△さんは認定農業者ではいらっしゃらないということでその要件には合わないということで特

に補助金等は無い形となっております。以上です。 

 

 

はい、わかりました。 

 

 

ほかにございませんか。 

 

 

貸借の期間が３年１０ヶ月となっておりますが、過去にお聞きした中間管理機構を利用して農地

を借りる場合は最短でも５年ではなかったかと記憶しておりますがその辺はいかがでしょうか。 

 

 

中間管理機構は３年からいけますので問題無いと思います。 

 

 

はい、わかりました。 

 

 

ほかにございませんか。 

無いようですが承認することにご異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５号番号１について承認することに決しました。 

 

 

次に番号２について承認することにご異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５号番号２について承認することに決しました。 

 

 

次に議案第６号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について（利

用権貸借）について上程いたします。事務局説明をお願いします。 

 

 

議案に入る前に、議案の訂正をお願いします。１７ページ番号１９について、利用権の設定を受

ける者、○○○○。 経営面積、２３．６アールを、５８．８アール。貸付面積は、０アールに修正くだ

さい。議案に移ります。 

 

議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地利用集積計画

の決定について意見を求める」令和５年２月２２日提出 奥出雲町農業委員会 会長。 

 

番号１、農地の所在 □□□□番、外１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２、５７８㎡他で 

計３，７０３㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、利

用権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は３年、賃貸借です。 

  

番号２、農地の所在 □□□□番。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，５２３㎡。内容は新規
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です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経営面積はご覧のとおりで

す。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、利用権設定後の経営面積

は、２７９．５アールです。利用目的は田。期間は４年、賃貸借です。 

 

番号３、農地の所在 □□□□番、外１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，３７９㎡他で

計３，９７９㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所●●●●番、利用

権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は２年、賃貸借です。 

 

番号４、農地の所在 □□□□番、外１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，３５２㎡他で

計４，２９４㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、利

用権設定後の経営面積は、ご覧のとおりです。 利用目的は田。期間は５年、賃貸借です。 

 

番号５、農地の所在 □□□□番、６筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，２１３㎡他で計１

０，２８１㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経営

面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、利用

権設定後の経営面積は、ご覧のとおりです。 利用目的は田。期間は９年１０カ月、賃貸借です。 

 

番号６、農地の所在 □□□□番、外４筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，８２７㎡他で

計９，４３８㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、利

用権設定後の経営面積は、ご覧のとおりです。 利用目的は田。期間は７年、賃貸借です。 

 

番号７、農地の所在 □□□□番、外３筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，４７１㎡他で

計８，４９２㎡。内容は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、利

用権設定後の経営面積は、２７２．３アールです。 利用目的は田。期間は５年、賃貸借です。 

 

番号８、農地の所在 □□□□番、外９筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，４１１㎡他で１

１，５９２㎡。内容は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経営

面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、利用

権設定後の経営面積は、１，６５７．５アールです。 利用目的は田。期間は１年９カ月、賃貸借で

す。 

 

番号９、農地の所在 □□□□番、外２筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積４２７㎡他で２，８

０８㎡。内容は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経営面積

はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、利用権設

定後の経営面積は、１，６５７．５アールです。利用目的は田。期間は１年９カ月、賃貸借です。 

 

番号１０、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積６，３２５㎡。内容

は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経営面積はご覧のとお

りです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、経営面積はご覧のとお

りです。利用目的は田。期間は５年、賃貸借です。 

 

番号１１、農地の所在 □□□□番、外２筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，２９９㎡他で

５，３６７㎡、内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経営

面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、経営

面積はご覧のとおりです。利用目的は田。期間は５年、賃貸借です。 

 

番号１２、農地の所在 □□□□番、外６筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積３４５㎡他で１

１，５７８㎡、内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所▲▲▲▲番、経営面

積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、経営面
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積はご覧のとおりです。利用目的は田。期間は４年１１カ月、賃貸借です。 

 

番号１３、農地の所在 □□□□番、外２筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積４，７９６㎡他で

１０，６４８㎡、内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経営

面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、経営

面積はご覧のとおりです。利用目的は田。期間は４年１１カ月、賃貸借です。 

 

番号１４、農地の所在 □□□□番、外１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，０３９㎡他で

計３，９８２㎡、内容は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、利

用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用権設定後の経営面積は３６

２．１アールです。利用目的は田。期間は６年８カ月、賃貸借です。 

 

番号１５、農地の所在 □□□□番、３筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，８９０㎡他で計

３，９４４㎡、内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、利用

権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、利用権設定後の経営面積は、ご覧

のとおりです。利用目的は田。期間は５年、賃貸借です。 

 

番号１６、農地の所在 □□□□番、外１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，３２２㎡他で

計４，１２０㎡、内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所▲▲▲▲番、経営

面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、利用

権設定後の経営面積は、ご覧のとおりです。利用目的は田。期間は５年、賃貸借です。 

 

番号１７、農地の所在 □□□□番、外２筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，９２６㎡他で

計３，４６５㎡。内容は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、利

用権設定後の経営面積は、１７１．２アールです。利用目的は田。期間は５年、賃貸借です。 

 

番号１８、農地の所在 □□□□番、外２筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積５０３㎡他で 

２，６５６㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経営

面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、利用

権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は５年、賃貸借です。 

 

番号１９、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，１８３㎡。内容

は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経営面積はご覧のとお

りです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、利用権設定後の経営面

積は、７０．６アールです。利用目的は田。期間は４年１１か月、賃貸借です。 

 

番号２０、農地の所在 □□□□番、外４筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，１９４㎡他で

１０，３７２㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経営

面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、利用

権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は４年、賃貸借です。 

 

番号２１、農地の所在 □□□□番、外３筆。地目は登記簿/現況ともに田または畑。面積２，６６

９㎡他で４，９８２㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲

番、経営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●

番、利用権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は９年１１か月、賃貸借で

す。 

 

番号２２、農地の所在 □□□□番、外３筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，２０４㎡。内

容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経営面積はご覧のと

おりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、利用権設定後の経営

面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は３年、賃貸借です。 
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番号２３、農地の所在 □□□□番、外１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，０６８㎡他で

３，１４８㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経営

面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番、利用

権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は３年、賃貸借です。 

 

番号２４、農地の所在 □□□□番、外３筆。地目は登記簿/現況ともに田または畑。面積１９２

㎡他で３，２４３㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲

番、経営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●

番、利用権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は９年１０カ月、賃貸借で

す。 

 

以上の案件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件である「農用地利

用集積計画の内容が基本構想に適合するものであること、農用地の全てを効率的に利用して耕

作すること、農作業に常時従事すること」の要件を満たしているものと考えます。以上、ご審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

 

 

事務局説明が終わりました。続いて補足説明に入ります。番号１、２について２０番八澤委員お

願いします。 

 

 

まず番号１について、２０番八澤が説明いたします。再設定ですが○○○○さん、△△△△さん

ともに□□□□自治会の方です。再設定でありますし、△△△△さんはきちんと管理されておりま

す。全く問題無いと思います。番号２は○○○○さんですが、■■■■さんがやっておられた所で

先月２くぼ出ましたが、残った１くぼを同じく△△△△さんがされるということです。自治会長もして

おられますし、田もちゃんと管理しておられます。大丈夫だと思いますのでよろしくお願いします。 

 

 

補足説明が終わりました。続いて番号１について質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号１について承認することに決しました。 

 

次に番号２について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号２について承認することに決しました。 

 

次に番号３、番号４について２１番若槻委員、補足説明をお願いします。 

 

 

２１番若槻が番号３から番号４について補足説明をいたします。番号３ですが再設定で、□□□

□自治会になります。□□□□自治会の集会所から南へ約２００メートル位下がった所に△△△

△さんの家がありまして、隣に○○○○さんの家もあります。○○○○さんの家の後ろの田圃と斜

め前の田圃２つです。△△△△さんは水稲はもちろんのこと、林業や畜産の方も多方面で活躍し

ておられます。番号４は□□□□自治会にあります。□□□□の作業所がありますが、■■■■

に■■■■さんというお宅がありまして、○○○○さんの実家ですが現在は空き家ですが■■■

■の方２枚の田圃です。△△△△さんは集落営農組合の役員をしていらっしゃいまして機械は全



-１２- 

 

２１番 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２番 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８番 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

て営農組合の機械を使用するということです。いずれも再設定です。よろしくお願いします。 

 

 

補足説明が終わりました。番号３について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号３について承認することに決しました。 

 

続いて番号４について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号４について承認することに決しました。 

 

次、番号５について２２番藤原委員補足説明をお願いします。 

 

 

２２番藤原です。この○○○○さんの７筆の田圃につきまして場所は□□□□自治会の■■■

■という所です。○○○○さんは高齢で、作付けが出来ませんので今までも△△△△に作付けを

してもらっております。更新ですので問題はなかろうかと思います。よろしくお願いします。 

 

 

補足説明が終わりました。 

続いて番号５について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号５について承認することに決しました。 

 

 

次に番号６について補足説明を８番内田委員お願いします。 

 

 

議案６号の番号６について８番内田が補足説明をさせていただきます。場所につきましては□□

□□自治会という所にあります。■■■■から郡線を４～５キロ上がった所に■■■■さんのご自

宅がありますが、そこから約１００メートル行って右手の方に□□□□自治会の集会所があります。

■■■■に○○○○さんの圃場があります。△△△△さんはご存知のとおり農業委員さんです

し、各地で活躍しておられます。圃場の方もきちんと管理されております。再設定でもありますし何

の問題も無いと思います。よろしくお願いします。 

 

 

補足説明が終わりました。番号６について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 
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承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号６について承認することに決しました。 

 

続いて番号７について２４番高橋委員、補足説明をお願いします。 

 

 

２４番高橋が番号７の補足説明をさせていただきます。内容は新規となっておりますが、同じ□

□□□自治会の近隣の方でして、■■■■を挟んだ４枚の田です。△△△△さんも最近農業に

従事されておりますが、適正に管理されておりますので問題無いと思います。ご審議のほどよろし

くお願いします。 

 

 

補足説明が終わりました。続いて番号７について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号７について承認することに決しました。 

 

 

次に番号８、番号９について２６番賀元委員、補足説明をお願いします。 

 

 

２６番賀元が番号８から番号９について補足説明させていただきます。 

番号８の○○○○さんは□□□□自治会で、これまでかなり高齢でもやっておられましたけれど

場所は■■■■の周辺になります。△△△△さんは農業委員でもあり、また認定農業士でもありま

す。私どもの自治会にも営農組合という組織はありますが、○○○○さんの面積は１万平米からあ

り、なかなか大変ということで△△△△さんの方へお願いしたら、これまで△△△△さんとも部分作

業についてはかなり付き合いがあったようですので、今回全面的にお願いされたらどうですかとい

うことで話をしたら、△△△△さんの方で受けていただいてこのようになりました。よろしくお願いし

ます。 

次に番号９ですが□□□□へ行った所ですが、これまで○○○○さんの隣の方が耕作をされて

おりましたが、本人さんの体調が良くないということで代わってくれということで話されたようで、□□

□□の法人組織もありますがなかなか思うように対応できないということで認定農業者である△△

△△さんの方へ委託ということで、△△△△さんはあちこちで結構されており、きちんと管理されて

おりますので何ら問題は無いと思います。よろしくお願いします。 

 

 

補足説明が終わりました。続いて番号８について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号８について承認することに決しました。 

 

続いて番号９について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 
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挙手全員、よって議案第６号番号９について承認することに決しました。 

 

続いて番号１０から番号１１について２７番若月委員補足説明をお願いいたします。 

 

 

番号１０から番号１１について２７番若月がご説明申し上げます。４つの圃場の場所につきまして

は□□□□にこの圃場が４つあります。いずれも△△△△さんが再設定ということでこれまでも良

好な管理をされておりましたので何ら問題は無いと考えます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

 

補足説明が終わりました。続いて番号１０について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号１０について承認することに決しました。 

 

続いて番号１１について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号１１について承認することに決しました。 

 

次に番号１２、１３、１４まで２８番藤原委員、補足説明をお願いします。 

 

 

それでは番号１２から番号１４まで藤原が説明いたします。 

まず番号１２から番号１３の方は△△△△が受け手ですが、先月も出ましたが□□□□自治会

の■■■■に△△△△の作業場があります。そこを■■■■位行きますと■■■■自治会になり

ますが、そこにこの番号１２の農地があります。 

番号１３の方は作業場から■■■■程度行った所に農地があります。いずれも再設定です。 

続きまして番号１４ですが、○○○○さん△△△△さんお二方とも□□□□自治会で隣同士で

す。今回新規ということですが、長年△△△△さんがいろんな人に手伝ってもらってやっておられ

ましたが、これ以上続けていくのが難しいと言われました。近年積極的に規模拡大を図って△△△

△さんが頑張っておられますので今回お願いしました。何ら問題無いと思いますのでご審議お願

いします。 

 

 

補足説明が終わりました。番号１２、１３については△△△△さんが受け手ですので一括質疑承

認してもよろしいでしょうか。 

（はいの声） 

番号１２、１３について質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号に１２、１３について承認することに決しました。 

 

続いて番号１４について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 
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（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号１４について承認することに決しました。 

 

次に番号１５について補足説明を５番大坂委員お願いします。 

 

 

番号１５について５番大坂が補足説明をさせていただきます。○○○○さんは現在家の方は空

き家になっております。△△△△さんは□□□□自治会の方です。場所は■■■■に受け手の

△△△△さんの牛舎があります。その先５０メートル右に入った場所が申請の圃場です。△△△△

さんの圃場と隣接しております。△△△△さんは熱心に農業と畜産に取り組んでおられる方で再

設定でもあり何ら問題は無いと考えますのでご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

補足説明が終わりました。続いて番号１５について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号１５について承認することに決しました。 

 

次に番号１６について補足説明を３１番山田委員お願いいたします 

 

 

番号１６について３１番山田が補足説明させていただきます。□□□□にこの圃場があります。も

う２～３００メートル行くと○○○○さんと△△△△さんのお宅があります。△△△△さんも継続的に

周辺の田圃を適正にこれまでも管理されておりますので再設定ですが問題無いと思いますので審

議よろしくお願いします。 

 

 

補足説明が終わりました。番号１６について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号１６について承認することに決しました。 

 

次に番号１７、１８について３２番福本委員補足説明をお願いいたします。 

 

 

３２番福本が番号１７番から番号１８の補足説明をさせていただきます。 

まず番号１７の圃場ですが□□□□に３枚あり、受け手の△△△△さん宅の真横の圃場です。

今までは■■■■さんという方が耕作されていましたが今年から代わって△△△△さんが耕作さ

れます。△△△△さんも□□□□の事務局長をしておられる方で何ら問題は無いと考えます。 

次に１８番ですが、□□□□にある２窪ほどありまして、△△△△さんは昨年まで耕作しておられ

まして再更新ということで何ら問題は無いと考えます。ご審議のほどよろしくお願いします。以上で

す。 
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４１番 

 

 

補足説明が終わりました。番号１７について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号１７について承認することに決しました。 

 

続いて番号１８について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号１８について承認することに決しました。 

 

次に番号１９番について１３番磯田委員補足説明をお願いします。その後の番号２０についても

合わせてということでお願いします。 

 

 

番号１９番について１３番磯田が補足説明をいたします。出し手受け手とも□□□□自治会の方

です。場所は■■■■にこの圃場があります。■■■■圃場です。○○○○さんは高齢でどなた

かに耕作を依頼したいということでしたが△△△△さんが今の耕作面積が少ないのでもうちょっと

広げたいということで手を挙げられてこういう形になりました。意欲を買っていただきたいと思います

のでよろしくお願いします。 

番号２０番は■■■■からこの５枚の圃場があります。○○○○さんは長年患っておられまし

て、更新ですがすぐ近くの△△△△さんがずっと管理されております。△△△△さんは□□□□

の中心メンバーとして活躍されております。問題無い件だと思っております。以上よろしくお願いい

たします。 

 

 

補足説明が終わりました。番号１９について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することにご異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号１９について承認することに決しました。 

 

続いて番号２０について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号２０について承認することに決しました。 

 

続いて番号２１、２２について４１番足立委員補足説明をお願いいたします。 

 

 

番号２１について申し上げます。これは□□□□自治会内にあります。△△△△へ権利設定と

いうことですが従来から△△△△が作っておられます。 

失礼しました。２１番については■■■■自治会地内、２２番については□□□□自治会地内
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議長 

 

 

 

 

 

 

です。これについては△△△△さんが従来から耕作しております。二つとも問題無いと思います。

以上です。 

 

 

補足説明が終わりました。番号２１について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することにご異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号２１について承認することに決しました。 

 

 

次、番号２２について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することにご異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号２２について承認することに決しました。 

 

 

次に番号２３について補足説明を４２番松島委員お願いいたします。 

 

 

番号２３の補足説明をしたいと思います。この田圃は□□□□地内にありまして、ちょうど■■■

■の前ということで以前から△△△△さんが作付けしておられ、管理もきちんとしておられるというこ

とで何ら問題は無いと思いますのでよろしく審議の方お願いいたします。 

 

 

補足説明が終わりました。番号２３について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することにご異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号２３について承認することに決しました。 

 

続いて番号２４について７番古田川委員補足説明をお願いいたします。 

 

 

番号２４について７番古田川が補足させていただきます。この圃場は□□□□自治会内です。

作り手は△△△△さんですが、○○○○さんの田圃の周辺を含めて耕作をされておりまして問題

は無いと考えますので、よろしく審議のほどお願いします。 

 

 

補足説明が終わりました。番号２４について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することにご異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第６号番号２４について承認することに決しました。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

議案６号まで終わったわけですが、その他について事務局お願いします。 

 

 

配布物について説明します。 

ポイント３、人の確保・育成ということでコピーを１部配布させていただいております。これまで機

構だより等でも掲載されておりましたが、農業経営基盤強化促進法等の一部改正によりまして４月

１日から改正法がいよいよ施行になります。施行前の農地法第３条第２項第５号に規定されており

ます下限面積というのがありますが、これが４月１日から廃止することとなります。お手元にお配りし

ておりますパンフレットのコピーですが、これは全国農業会議所が発行しておりますパンフレットが

ありましたので配布させていただきました。農地の取得に当たってはこれまで３０アールという経営

面積の要件がありましたが、空き家付き農地ということで１アールの別段面積の設定をし、農業委

員会の総会後で告示をさせていただいておりましたけれども、下限面積の撤廃ということで別段面

積の要件が不要ということになります。しかしながらこれまで同様に必要となる要件として、農地の

すべてを効率的に利用すること、必要な農作業に常時従事すること、周辺の農地利用に支障が無

いことという利用の３要件はこのまま維持されることとなっております。 

農地の取得に際しての案件については４月の総会にかかる議案から、３０アールの要件は無く

なったもので審議をさせていただくこととなります。これから農業委員さん、推進委員さんにいろい

ろなご相談、お問い合わせ等があると思います。あるいは現地確認の際いろいろなお話を聞かれ

ると思いますが、これについてはご対応を頂きたいと思っておりますのでよろしくお願いいたしま

す。以上です。 

 

 

４月の案件からは別段要件が無くなるということですのでよろしくお願い申し上げます。 

 

 

下限面積が無くなっているということは町民の皆さんに徹底をしなければいけないと思います

が、どのような広報活動をお考えですか。 

 

 

今、特段事務局の方としては考えておりませんが、ホームページに載せる、あるいは広報に載

せるといった方法で皆様方には周知をさせていただきたいと思っております。 

 

 

では、徹底の方よろしくお願いいたします。 

 

次回の総会は３月２４日（金）９時からこの場所で開催します。 

 

以上で本日の総会を終わります。 
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